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令和元年第３回久留米広域市町村圏事務組合議会臨時会会議録 

 

 

１  招集年月日   令和元年１０月９日（水） 

 

２  招 集 場 所   ホテルマリターレ創世 東館２階 日月の間 

          （久留米市東櫛原町９００） 

 

３  出 席 議 員  （１５名） 

１番  永田 一伸  君 

３番  石井 秀夫  君 

４番  田中 功一  君 

６番  大熊 博文  君 

７番  佐藤 晶二  君 

８番  川野栄美子  君 

９番  平木 一朗  君 

１０番  入江 和隆  君 

１１番  佐々木益雄  君 

１２番  山田  忠  君 

１３番  櫛川 正男  君 

１４番  組坂 公明  君 

１５番  安丸眞一郎  君 

１７番  中島 和正  君 

１８番  中島 宗昭  君 

 

４  欠 席 議 員   （３名） 

２番  中村 博俊  君 

５番  田中 良介  君 

１６番  高橋 直也  君 

 

５  地方自治法第１２１条に基づく出席者 

【執行部】 

組合長             大久保 勉  君 

副組合長           倉重 良一  君 

副組合長           加地 良光  君 

副組合長           髙木  典雄  君 

副組合長           安丸 国勝  君 

副組合長           境  公雄  君 

代表監査委員    権藤  滿 君 

会計管理者         井上 益規  君 
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【事務局】 

事務局理事(兼)事務局長    衛本みどり  君 

事務局次長         深町  豪  君 

主任主事           福田 元気  君 

【消防本部】 

消防長             秋吉  弘章  君 

消防次長           高木 昌一  君 

参与        田中 嘉親 君 

久留米消防署長     川島父三男  君 

三井消防署長       執行  悟  君 

浮羽消防署長       橋本 俊之  君 

三潴消防署長       坂本 武英  君 

大川消防署長    平山 文彦 君 

総務担当次長(兼)総務課長 江頭 宣昭  君 

人事研修課長       長谷  義  君 

予防課長           出利葉 操  君 

救急防災課長       轟   仁  君 

救急防災課救急主幹    村田 康裕  君 

情報指令課長       岡部 幸則  君 

 

６  議事日程 

日 程 第 １  議席の指定 

 

日 程 第 ２  会期の決定 

 

日 程 第 ３  議長の選挙 

 

日 程 第 ４  諸般の報告 

 

日 程 第 ５  認定第１号  平成３０年度久留米広域市町村圏事務組合一般会計

歳入歳出決算の認定について 

 

日 程 第 ６  認定第２号  平成３０年度久留米広域市町村圏事務組合ふるさと

振興事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

日 程 第 ７  認定第３号  平成３０年度久留米広域市町村圏事務組合小児救急

医療支援事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

 

日 程 第 ８  認定第４号  平成３０年度久留米広域市町村圏事務組合広域消防

特別会計歳入歳出決算の認定について 
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日 程 第 ９  第９号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合

規約の変更についての専決処分について 

 

日程第１０  第１０号議案 久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例の一部を

改正する条例制定の専決処分について 

 

日程第１１  第１１号議案  交通事故による損害賠償の専決処分について 

 

日程第１２  第１２号議案  交通事故による和解契約締結の専決処分について 

 

日程第１３  第１３号議案  久留米広域市町村圏事務組合手数料条例の一部を改

正する条例 

 

日程第１４  第１４号議案  財産（高規格救急自動車）の取得について 

 

日程第１５  第１５号議案  財産（小型水槽付消防ポンプ自動車）の取得につい

て 

 

日程第１６  第１６号議案  財産（救助工作車）の取得について 

 

日程第１７  第１７号議案  久留米広域市町村圏事務組合監査委員の選任につい

て 

 

日程第１８ 会議録署名議員の指名 
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＝午後３時３０分開会＝ 

◎  開      会 

○副議長（櫛川正男君）改めまして、こんにちは。副議長の櫛川でございます。 

議長が選挙されますまでの間、議事進行を務めさせていただきますので、どう

ぞご協力よろしくお願いいたします。 

それでは、只今から、令和元年第３回久留米広域市町村圏事務組合議会臨時会

を開会いたします。 

◎  日程第１  議席の指定 

○副議長（櫛川正男君）本日の会議を開きます。 

それでは、日程第１、「議席の指定」を行います。 

本年４月に、久留米市、大川市及び大木町、９月に大刀洗町の議会議員選挙が

実施されたことに伴い、組合議会議員の改選が行われております。 

よって、会議規則第３条第１項の規定により、この度当選されました議員の議

席を指定いたします。 

永田 一伸  議員は、１番に、 

中村 博俊  議員は、２番に、 

石井 秀夫  議員は、３番に、 

田中 功一  議員は、４番に、 

田中 良介  議員は、５番に、 

大熊 博文  議員は、６番に、 

佐藤 晶二  議員は、７番に、 

川野 栄美子 議員は、８番に、 

平木 一朗  議員は、９番に、 

安丸 眞一郎 議員は、１５番に、 

高橋 直也  議員は、１６番に、 

中島 和正  議員は、１７番に、 

中島 宗昭  議員は、１８番に、 

以上のとおり指定をいたします。 

◎  日程第２  会期の決定 

○副議長（櫛川正男君）次に、日程第２、「会期の決定」を議題とします。 

お諮りします。 

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。 

これにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって、会期は、本日１日間と決定いたしました。 

◎  日程第３  議長の選挙 
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○副議長（櫛川正男君）日程第３、「議長の選挙」を行います。 

お諮りいたします。 

選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名

推選によりたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選によることに決定いたしました。 

お諮りいたします。 

指名の方法につきましては、議長において指名することにいたしたいと思いま

す。 

これにご異議ありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議長において指名することに決定いたしました。 

それでは、１番、永田一伸議員を議長に指名をいたします。 

お諮りします。 

ただいま指名いたしました永田一伸議員を、議長の当選人と定めることにご異

議ありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

異議なしと認めます。 

よって、永田一伸議員が議長に当選されました。 

ただいま当選されました永田一伸議員が議場におられますので、本席から会議

規則第３１条第２項の規定により告知をいたします。 

永田一伸議員に議長就任のご挨拶をお願いいたします。 

○議長（永田一伸君）皆さん、こんにちは。 

只今、議長に選任されました、永田でございます。 

これから、議会の円滑な運営と、当圏域の発展のために、しっかりと努力をし

ていきたいと思っております。どうか皆様方のご支援、ご協力をよろしくお願い

いたしまして、当選のご挨拶といたします。 

どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。（拍手） 

○副議長（櫛川正男君）就任のご挨拶が終わりました。 

永田議長、議長席にお着きを願います。 

ご協力ありがとうございました。 

◎  日程第４  諸般の報告 

○議長（永田一伸君）それでは、早速参りたいと思います。 

日程第４、「諸般の報告」を行います。 

組合長から報告第１号 平成３０年度 久留米広域市町村圏事務組合 広域消防特

別会計 継続費 精算報告が行われております。 
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この報告について、質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

それでは、これをもって諸般の報告を終わります。 

◎  日程第５  認定第１号 

◎  日程第６  認定第２号 

◎  日程第７  認定第３号 

◎  日程第８  認定第４号 

○議長（永田一伸君）次に、日程第５、認定第１号「平成３０年度久留米広域市町村

圏事務組合一般会計歳入歳出決算の認定について」から、日程第８、認定第４号

「平成３０年度久留米広域市町村圏事務組合広域消防特別会計歳入歳出決算の認

定について」までの４件は、いずれも決算案件であり、関連がありますので、一

括して議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）皆様、こんにちは。 

本日、ここに令和元年第３回組合議会臨時会を招集しましたところ、議員の皆

様におかれましては、大変お忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうござ

います。また、日頃から当組合の運営に対しまして、多大なるご支援、そしてご

協力を賜っております。このことに関して、この場をお借りしまして感謝を申し

上げたいと思います。 

まず、このたび令和元年８月の前線に伴う大雨におきましては、佐賀県、福岡

県、長崎県に大雨特別警報が発表され、本圏域におきましても多数の被害が発生

したところでございます。犠牲となられました方々のご冥福をお祈り申し上げま

すとともに、被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

また、この大雨への対応のため、８月２８日に予定いたしておりました令和元

年第２回組合議会定例会は開催に至りませんでした。このことをご報告いたした

いと思います。 

さて、本年５月に行われました久留米市議会、大川市議会及び大木町議会、先

日行われました大刀洗町議会において当組合議会議員に選出されました議員の皆

様におかれましては、本圏域の発展のため、ご支援、ご協力を賜りますようお願

い申し上げたいと思います。 

そして、先ほど議長に選任されました永田議長におかれましては、お祝い申し

上げますとともに、今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げます。 

本日は、事前にお配りしております議案に加えまして、監査委員の選任議案を

提出させていただいているところでございます。どうか十分なご審議のうえご賛

同を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

それでは、認定第１号から認定第４号につきまして、一括してご説明を申し上

げます。 
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この４件の決算は、いずれも地方自治法第２３３条各項の決算に関する規定に

よりまして、会計管理者から決算に係る書類の提出を受け、監査委員の審査に付

した決算を、監査委員の意見書及び事業実績報告書を添えて認定を求めるもので

ございます。 

まずは、認定第１号 平成３０年度一般会計についてでございます。 

歳入決算額は、３，４９０万８，３２７円でございまして、予算現額に対する

収入率は、１０１．１％となっております。 

歳出決算額は、３，１９５万７，８６１円でございまして、予算現額に対する

執行率は、９２．６％となったところでございます。 

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた実質収支額２９５万４６６円は、翌年

度に繰り越しいたしております。 

続きまして、認定第２号 平成３０年度ふるさと振興事業特別会計についてでご

ざいます。 

歳入決算額は、２，１５７万７２０円でございまして、予算現額に対する収入

率は、１０４．９％となっております。 

歳出決算額は、１，４３９万９，５８１円でございまして、予算現額に対する

執行率は、７０．０％となったところでございます。 

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた実質収支額７１７万１，１３９円は、

翌年度に繰り越しいたしております。 

続きまして、認定第３号 平成３０年度小児救急医療支援事業特別会計でござい

ます。 

歳入決算額は、３，５２７万２６５円でございまして、予算現額に対する収入

率は、１００．２％となっております。 

歳出決算額は、３，３４９万６，４３６円でございまして、予算現額に対する

執行率は、９５．２％となっているところでございます。 

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた実質収支額１７７万３，８２９円は、

翌年度に繰り越しいたしております。 

続きまして、認定第４号 平成３０年度広域消防特別会計についてでございます。 

歳入決算額は、４５億１，５８７万２，５３０円でございまして、予算現額に

対する収入率は、１０４．６％となっております。 

歳出決算額は、４０億７，８２０万２，８０６円でございまして、予算現額に

対する執行率は、９４．５％となっているところでございます。 

歳入決算額から歳出決算額を差し引いた ４億３，７６６万９，７２４円を翌年

度に繰り越しているところでございます。 

以上で、４件の決算の説明を終わり、詳細は、担当に説明をさせます。何卒、

慎重なるご審議のうえ、満場のご賛同を賜りますようお願いいたします。よろし

くお願いします。 

○議長（永田一伸君）これより担当者からの説明を求めます。 

○事務局理事（衛本みどり君）議長。 

○議長（永田一伸君）衛本事務局理事。 
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○事務局理事（衛本みどり君）事務局の衛本でございます。 

私の方から、事務局が所管いたします、一般会計、ふるさと振興事業特別会計、

小児救急医療支援事業特別会計につきまして、決算附属書類の事項別明細書によ

り、ご説明させていただきます。 

まず、一般会計でございます。 

決算附属書類の１ページをお願いいたします。 

歳入でございますが、１款１項１目１節 経常費負担金 ３，２２２万円は、事

務局の経常経費に係る構成市町の負担金でございます。 

内訳は、事務費相当額 ４５０万円、構成市町からの事務局派遣職員３名に係る

人件費相当額 ２，７７２万円でございます。 

３款１項１目１節 繰越金 ２６８万６，８５０円は、前年度からの繰越額でご

ざいます。 

２ページをお願いいたします。 

４款、諸収入は、２項１目１節 雑入 １，４７７円を収入しており、歳入総額

は、３，４９０万８，３２７円でございます。 

３ページをお願いいたします。 

歳出でございますが、１款、議会費 １７６万６，２０７円は、組合議会の運営

に係る経費で、組合議会議員１８名分の議員報酬及び組合議会の会場使用料でご

ざいます。 

２款、総務費は、事務局運営に係る経常経費で、１項１目２節 給料 ７３万１，

９９９円は、正副組合長６名分の給料でございます。 

４節 共済費 ９万２，２２８円及び７節 賃金 ４９万３，１２８円は、臨時職

員４ヶ月分の経費でございます。 

１１節 需用費 ３７万９，１１５円は、事務用品等の消耗品費、議案書等の印

刷製本費が主なものでございます。 

４ページをお願いいたします。 

１２節 役務費 １４万２，９４５円は、電話料金及び切手代の通信運搬費でご

ざいます。 

１９節 負担金・補助及び交付金２，８１２万７３９円は、事務局職員派遣元の

久留米市及び大川市に対します人件費負担金でございます。 

２項、文書広報費 ４万９，５００円は、附属機関であります情報公開・個人情

報保護審議会委員９名分の委員報酬でございます。 

４項、監査委員費 １０万円は、監査委員２名分の委員報酬でございます。 

５ページをお願いいたします。 

以上、歳出総額は、３，１９５万７，８６１円でございます。 

次に、ふるさと振興事業特別会計でございます。 

９ページをお願いいたします。 

歳入でございますが、１款、財産収入は、ふるさと振興基金の運用収入でござ

います。１項１目１節 利子及び配当金は、保有しております国債の利子収入１，

１００万円でございます。 
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２款１項１目１節 繰越金 １，０２４万４６８円は、前年度からの繰越額でご

ざいます。 

３款、諸収入 ３３万２５２円は、結婚サポート事業に係るイベント参加料が主

なものでございます。 

１０ページをお願いいたします。 

以上、歳入総額は、２，１５７万７２０円でございます。 

１１ページをお願いいたします。 

歳出でございますが、１款、事業費は、各種ふるさと振興事業を実施するため

に要する経費でございまして、４節 共済費 １４万２７３円及び７節 賃金 ７４

万６，１４０円は、臨時職員６ヶ月分の経費でございます。 

８節 報償費 ５万９，６７４円は、ラジオ放送「ちくご路かわら版」の聴取者

に対する地場産品のプレゼント代が主なものでございます。 

９節 旅費 ７１万１，４６０円は、構成市町が共通する行政課題の調査、研究

のために実施いたしました研修に係る講師派遣及び先進地調査に係る参加者の費

用弁償 ４１万５，４８０円 及び事務局職員の出張旅費 ２９万５，９８０円でご

ざいます。 

１１節 需用費 ３２万１，２３２円は、事務用品等の消耗品費及び結婚サポー

ト事業のイベント開催に係る食糧費が主なものでございます。 

１２節 役務費 ６７万２，２１８円は、ドリームスＦＭラジオ放送「ちくご路

かわら版」の広告料 ５４万円が主なものでございます。 

１３節 委託料 ８８万５，３７６円の内訳は、当組合ホームページ「ちくご遊

学」の更新及び保守管理に係るインターネット情報提供業務委託料 ２５万９，９

５６円、年２回発行のイベントカレンダー作成業務委託料 ２１万６，０００円、

及び 結婚サポート事業の司会業務等の委託料 ４０万９，４２０円でございます。 

１４節 使用料及び賃借料 ９３万７，２０８円は、事務局公用車の年間リース

料 ４３万８，０４８円、インターネット行財政情報サービス使用料４１万４，７

２０円が主なものでございます。 

１９節 負担金・補助及び交付金 １０万円は、筑後川フェスティバルを実施す

る団体に対する助成金でございます。 

１２ページをお願いいたします。 

２８節 繰出金 ９８２万６，０００円は、小児救急医療支援事業の運営に要す

る費用といたしまして、当該特別会計へ繰り出したものでございます。 

以上、歳出総額は、１，４３９万９，５８１円でございます。 

次に、小児救急医療支援事業特別会計でございます。 

１５ページをお願いいたします。 

歳入でございますが、１款１項１目１節 保健衛生費負担金 １，７１６万９，

０００円の内訳は、構成市町負担金 １，２９７万９，０００円、鳥栖市、基山町、

上峰町、みやき町及び吉野ヶ里町からの近隣市町協力金 ４１９万円でございます。 

２款１項１目１節 保健衛生費補助金 ６４０万２，０００円は、福岡県からの

救急医療施設運営費等補助金でございます。 
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３款１項１目１節 繰入金 ９８２万６，０００円は、ふるさと振興事業特別会

計からの繰入金でございます。 

４款１項１目１節 繰越金 １８７万３，２６５円は、前年度からの繰越額でご

ざいます。 

１６ページをお願いいたします。 

以上、歳入総額は、３，５２７万２６５円でございます。 

１７ページをお願いいたします。 

歳出でございますが、１款 小児救急運営費は、小児救急医療支援事業を運営す

るために要する経費でございまして、１項１目１節 報酬 ８万２，５００円は、

久留米広域小児救急医療支援事業運営委員会の委員８名分の委員報酬でございま

す。 

１３節 委託料 ７万２００円は小児救急センターのチラシ及びポスター作成業

務に係る委託料でございます。 

１９節 負担金・補助及び交付金 ３，３３２万４，１９２円は、久留米広域小

児救急センター運営及び小児科医研修事業への補助金でございます。 

内訳は、小児救急センターに出務する医師の人件費等として久留米医師会に対

して ２，０４８万円、看護師及び事務員の人件費等といたしまして聖マリア病院

に対して１，０８４万４，１９２円、小児科医研修事業を実施します久留米大学

に対しまして ２００万円 でございます。 

以上、歳出合計は、３，３４９万６，４３６円でございます。 

ここで、説明を交代させていただきます。 

○総務担当次長（江頭宣昭君）議長。 

○議長（永田一伸君）江頭総務担当次長。 

○総務担当次長（江頭宣昭君）消防本部総務担当次長の江頭でございます。 

広域消防特別会計についてご説明させていただきます。 

それでは、歳入歳出決算附属書類の２１ページをお願いします。 

まず、歳入決算でございますが、１款 分担金及び負担金、１項１目 市町負担

金 ３９億８,０８５万９,７２９円は、平成３０年度の当消防本部を構成いたしま

す３市２町からの負担金でございます。 

１節 経常費負担金 ３６億８,５３９万６，０００円は、人件費や物件費など、

経常経費に係る負担金でございます。 

２節 特別負担金は、退職手当分１億３,０８８万１，０００円、特殊車両整備

分５,５０７万円、庁舎建設分２８７万６，０００円、組合債償還分９,９５９万

１，０００円、地域医療連携事業分７０４万６，０００円でございます。 

２目 事業費負担金 ９,８４８万７,７１８円は、筑後地域消防通信指令センタ

ーの運営経費といたしまして筑後地域７消防本部から収入したものでございます。 

２款 使用料及び手数料、１項１目 施設使用料 １４２万９,７１０円は、自動

販売機設置等に係る行政財産使用料でございます。 

２項１目 消防手数料 ４２５万２,１００円は、危険物施設許認可事務手数料が

主なものでございます。 
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２２ページをお願いいたします。 

３款 国庫支出金、１項１目 消防費国庫補助金 ６２万６,３６７円は、平成３

０年７月豪雨時に、広島県へ緊急消防援助隊といたしまして出動した際の国庫負

担金を収入したものでございます。 

２項１目 消防費委託金 ４９３万７,１２０円は、総務省消防庁のモデル事業で

ございます女性消防吏員活躍推進事業委託金１７万７,１２０円、消防広域化及び

連携・協力構築事業委託金 ４７６万円でございます。 

５款 財産収入、１項１目 物品売払収入 ４０８万円は、車両８台の売却収入で

ございます。 

２３ページをお願いします。 

１項２目 不動産売り払い収入 ２３３万円は、三潴消防署署長官舎跡地の売却

収入でございます。 

２項１目 利子及び配当金 ６,３９５円は、財政調整基金の利子でございます。 

６款１項１目 繰越金 ２億９,８４６万５,４９４円は、前年度からの繰越金で

ございます。 

７款 諸収入、１項１目 組合預金利子 １,４２０円は、利子収入でございます。 

２項１目 雑入 ２,６１９万６,４７７円は、消防救急無線デジタル化整備事業

助成金２,０８７万４円、高速自動車国道救急業務支弁金２４４万９,９８０円、

防火管理者講習会受講料２３０万６,５００円等でございます。 

２４ページをお願いします。 

８款１項１目 消防債 ９,４２０万円は、高規格救急自動車１台の財源としての

施設整備事業債１,１３０万円、Ｊアラート新型受信機、高規格救急自動車１台、

広報車２台、三井出張所車庫増築、県防災行政情報通信ネットワーク再整備事業

の財源としての緊急防災・減災事業債６,７７０万円、三潴消防署外構及び植栽工

事の財源としての一般単独事業債１,５２０万円を収入したものでございます。 

以上、歳入総額は、４５億１,５８７万２,５３０円でございます。 

続きまして、歳出決算でございます。 

２５ページをお願いします。 

１款１項１目 常備消防費は、消防本部及び消防署の事務事業に要する経費でご

ざいまして、２節 給料、３節 職員手当、４節 共済費は、消防職員３８１名分の

人件費でございます。 

２６ページをお願いします。 

７節 賃金 ２,６１１万３,５８０円は、嘱託職員５名及び臨時職員７名の賃金

でございます。 

８節 報償費 １３４万１,４９４円は、救急症例検討会等に係る講師謝金、少年

消防クラブ育成にかかる資器材等購入費が主なものでございます。 

９節 旅費の内、費用弁償 ５５万３,７２０円は嘱託職員の通勤手当、旅費 ９

９６万４,６５０円は、県消防学校及び消防大学校への入校旅費が主なものでござ

います。 

１０節 交際費 ４０万９,８２０円は、消防長、消防署長公務のための交際費で
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ございます。 

１１節 需用費の内、消耗品費 ６,７３８万３,６４２円は、消防活動服等、消

防・救急・救助業務に必要な消耗品費が主なものでございます。燃料費 １,９１

２万３,３１３円は、車両燃料及び庁舎用プロパンガス料金が主なものでございま

す。印刷製本費 ３３６万３,９８０円は、広報紙「久留米広域消防だより」の印

刷費及び、予防、救急業務に係る印刷物作成費が主なものでございます。光熱水

費 ３,２８８万５,２４４円は、消防本部及び消防署所の電気、水道、都市ガス料

金でございます。修繕料 ２,７０８万９,０７６円は、車検及び車両修繕、庁舎設

備等にかかる修繕料が主なものでございます。 

１２節 役務費の内、通信運搬費 ３,３１４万２,３３６円は、一般回線、専用

線及び携帯電話通話料のほか、筑後地域での通信指令回線費用や１１９番通報の

際、災害発生場所を瞬時に把握するための発信地表示システム使用料が主なもの

でございます。手数料 １,０１７万７,３４３円は、救急業務に係る医師の指示手

数料、酸素ボンベ等の耐圧検査手数料、資機材の点検手数料が主なものでござい

ます。保険料 ５２１万８,７２６円は、車両保険料及び消防署所の建物災害共済

費が主なものでございます。 

１３節 委託料 ２億１０８万６,２１０円は、消防署所清掃、事務用機器等保守、

本部庁舎や救急資機材等の点検、消防指令システム・デジタル無線保守、職員健

康診断にかかる委託料が主なものでございます。 

１４節 使用料及び賃借料 １,５９１万６,００９円は、消防署所の下水道使用

料及びパソコン等事務用機器借上料が主なものでございます。 

１６節 原材料費 １１万５,１５６円は、水防訓練等に必要な原材料の購入費で

ございます。 

１８節 備品購入費８９４万５,０５６円は、水難救助用資機材や救急訓練用資

機材、火災原因調査用のカメラ等の購入費が主なものでございます。 

２７ページをお願いいたします。 

１９節 負担金・補助及び交付金 ３,３６３万５,４４６円は、県消防学校及び

消防大学校への入校負担金、救急救命士３名の養成に係る研修負担金が主なもの

でございます。 

２５節 積立金 ６,３９５円は、財政調整基金利子を積み立てたものでございま

す。 

２７節 公課費 ２００万４,１００円は、車両３９台分の自動車重量税が主なも

のでございます。 

続きまして、２目 消防施設費は、庁舎及び車両等の整備に要する経費でござい

ます。 

１１節 需用費 ５,５５０万４,１６０円は、南出張所の空調機の修繕、久留米

消防署及び浮羽消防署の１５ｍはしご車オーバーホール費用でございます。 

１２節 役務費 ３万７，０００円は、三井出張所の車庫増築工事の確認申請手

数料でございます。 

１３節 委託料 １５８万５,５４８円は、三井出張所車庫増築工事設計委託料１
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１８万９,０８０円、三潴消防署開庁式会場設営委託料３９万６,４６８円でござ

います。 

１５節 工事請負費 ３,４８２万７,５２０円は、三井出張所車庫増築工事１,４

４６万４,４４０円等でございます。 

１８節 備品購入費 ８,８７８万１,６３２円は、高規格救急車２台、連絡車１

台、広報車２台の購入費でございます。 

２款１項１目 公債費元金 ３億３,４０７万６,０６３円は、２５年度から２８

年度に発行しました組合債に係る元金償還金でございます。 

２８ページをお願いします。 

２款１項２目 利子５７１万６,８７９円は、２５年度から２９年度に発行いた

しました組合債に係る利子償還金でございます。 

以上、歳出総額は、４０億７,８２０万２,８０６円でございます。 

簡単ではございますが、以上で広域消防特別会計の説明を終わらせていただき

ます。 

○議長（永田一伸君）提案理由の説明は終わりました。 

続きまして、代表監査委員に決算審査の報告を求めます。 

権藤代表監査委員。 

○代表監査委員（権藤滿君）代表監査委員の権藤です。 

当組合の平成３０年度決算審査の結果について申し上げます。 

当年度のお金の出入り及び残高は特に問題ありません。 

会計、決算の事務については、一部に修正を要する事項がありましたけれども、

大した問題ではありません。 

意見書の９ページ、まとめのところに書いていますが、事業の見直しを指摘し

ています。ふるさと振興事業ですが、これは広域連携中枢都市圏というのが別途

ありまして、事業内容がほぼ同じようなことになっていますので、この事業は統

合されてはいかがかという事を指摘しております。 

消防については、大川市との広域化で、職員の充足率が若干また下がっていま

す。充足率を上げたいというのが現場の希望でありますが、これは各自治体の財

政力もあるでしょうから、そことの兼ね合いで努力をされたいということであり

ます。 

以上が監査委員の報告であります。終わります。 

○議長（永田一伸君）代表監査委員の報告は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（石井秀夫議員が手を挙げる） 

○３番（石井秀夫君）はい。 

○議長（永田一伸君）３番、石井秀夫議員。 

○３番（石井秀夫君）皆さんこんにちは。３番久留米の石井秀夫です。 

２点についてお尋ねをしたいと思っております。 

昨今、大雨浸水による被害がそれぞれの地域で多発をしております。今年もそ
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れぞれの地域で被害に遭われたのではないかなと考えております。心からお見舞

い申し上げます。 

その中で私たちが今います地域も、以前はレンコン畑が広がる地域でありまし

て、非常に雨が降ればすぐに浸水する、水が出るといわれる地域ではありました

けれども、ここに隣接したところに消防本部も設置されております。 

８月２８日、ご承知のように大雨となりました。７月にも大雨があったわけで

すけれども、特に８月、その時にこの一帯も浸水をし、道路全般多くの地域が被

害に遭われたという事でありますので、その時の大雨の状況がこの地域ではどう

であったのかという事をお伺いしたいのが１点と、またそれによって消防の活動

に、何か支障が出たのではないかという事をお伺いしたいと思いますので、お答

えを下さい。 

そして２点目でありますが、今述べさせていただいたような、近年、災害が多

発している中において、私はひとつの手立てと申しますか、取り得る手段としま

しては、やはりそれぞれの地域の消防団の皆様としっかりと常備消防が連携をし

て、そのような災害にあたるという事が大切なことではないかと考えております。 

私も消防団の活動を経験させていただきましたけれども、あの頃とは全く違う

雨の降り方、台風もそうですけれども、今までの常備と非常備の連携のあり方で

はいけないのではないかという危惧をもっておりますので、どのように消防との

連携がなされていて、考え方がどうなんだという事も併せてお伺いしたいと思い

ますので、２点お答えをお願いします。 

○救急防災課長（轟仁君）議長。 

○議長（永田一伸君）轟救急防災課長。 

○救急防災課長（轟仁君）救急防災課長の轟と申します。 

ただ今の石井議員のご質問に対してお答えさせていただきたいと思います。ま

ず１点目のご質問に対してでございます。 

議員ご指摘の通り、ここ数年、当本部の管轄内におきまして、大雨により多く

の浸水害が発生しているところでございます。 

議員ご指摘のとおり、７月２１日から２２日にかけまして、まず断続的に大雨

が降りました。当消防本部の雨量計におきまして、２１日に３３５．５ｍｍの雨

量を観測しているところでございます。 

特に朝方から昼にかけましては、時間雨量９０ｍｍを超えます集中的な大雨と

なったことによりまして、消防本部一帯が冠水した次第でございます。 

当時の状況といたしまして、最大で消防本部車庫前が約２０ｃｍ、北側の前面

道路境界付近が約２５ｃｍ、南西側では、約３０ｃｍの冠水をしております。 

消防車両の出動については、車庫前の北側前面道路、こちらから東方面につき

ましては、出動が可能だったというところで、当日につきましては、降雨の状況

あるいは付近の冠水状況等を確認しながら、必要に応じまして、消防車両を出動

可能な公共施設等に移動させておりまして、対策をとっておりましたので、災害

出動できないという事態には陥ってはおりません。 

次に８月の大雨についてでございますけれども、２７日から局地的に猛烈な雨
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が降りました。翌２８日には、大刀洗町を除きます構成市町に大雨特別警報が発

令された次第でございます。 

この時の消防本部の雨量計におきましては、２７日が１５０．５ｍｍ、２８日

が２１３．５ｍｍと２日間で３６４ｍｍの雨量を観測したところでございます。

この時におきましては、消防本部付近におけます冠水はなく、出動等への影響は

特にございませんでした。 

続きまして、２点目のご質問についてでございます。 

先程も申しましたけれども、ここ数年、消防本部管内におきまして、大雨によ

る多くの浸水害等が発生しているところでございます。議員ご指摘のとおり、災

害時においては地域の実情を熟知しました消防団と連携した災害対応をどのよう

に展開していくかという事が重要になってくると思います。 

ご質問の消防団との連携の現状と致しましては、各消防署とも地元の消防団と

定期的に会議を行いまして、訓練計画を立案しまして、年間を通して、火災防ぎ

ょ訓練等に取り組むなど、災害時に確実な活動が実施できるようにと備えている

ところでございます。 

簡単ではございますが、以上でございます。 

（石井秀夫議員が手を挙げる） 

○議長（永田一伸君）３番、石井秀夫議員。 

○３番（石井秀夫君）答弁ありがとうございました。 

広域消防本部の置かれた場所について、東方面には出動できる状態であったと

いうことは、西側方面には出動ができない状況に陥っていたということであると

考えます。 

いくつかの要点について、概ね大雨浸水の災害に対しては対応が出来ていたと

いうような答弁であったんだろうと思うんですけれども、あれだけの雨が、１時

間あたり９０ｍｍの想定もできていなかったような大雨が降ったわけですから、

私はいくつかの部分について、消防本部として何か支障が出ていたのではないか

と考えています。 

今、西側には出動できなかったという事もそのひとつではありますけれども、

その時に様々な避難情報や気象情報が出ておりますけれども、職員さんが緊急事

態に自宅からあるいは出先からこの消防本部に参集をするということが必要にな

ってくるんだろうと思います。 

そしてまた出動もする、出動については一部について支障があったという事で

あれば、やはり参集をしてくる職員さんや関係者の方々、そういう動きについて

も、私は余計に時間がかかった、あるいは消防本部まで辿り着かないということ

もあったのではないかというように思います。 

ですから、その辺の事態がどうであったのか。そして冠水もさらにひどくなる

場合も考えなければなりませんから、そういう事態に対してどのように対策をお

考えになっていくのか。 

久留米広域全体を司っていく拠点でもありますので、そのことについてもしっ

かりした対策対応というものをとっていかなければならない。そういう時が来て
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いると思いますので、その辺の基本的な考え方について今一度お答えを下さい。 

それから消防団との連携についてのところであります。この広域の中で職員さ

んが４００名を越える常備の消防職員さんがいらっしゃいます。消防団は２，０

００名をはるかに超える方々が今活躍をされている。しかも、それぞれの地域で

根を張って生活をしながら消防団活動に日々精進していただいている。やはり地

域のことをよく知っているので、そういう人たちのお力を借りていくということ

がなければ災害に対応していく力が弱くなっていくのではないかと考えておりま

す。 

火災が発生した事を想定して様々な訓練をしていく。それは、私の消防団現役

時代に年に１回あるいは２回土のう積みの訓練なんかもやらせていただきました。

それから連携の訓練でも、水を送っていくという訓練もさせていただきましたが、

そういう事だけではなく、浸水大雨に対するところの場面でも訓練を積み重ねて

いくことが必要だろうと思います。 

今、久留米においては、組み立て式のボートが一部の分団に支給されています。

早く全ての分団に支給されるとよりいいのかなという思いはありますが。 

私はこのような浸水のときのボードの救助訓練、そういうものもこれから大事

になっていくと考えます。 

そして訓練と同時に、消防団員の皆さんと常備消防の職員の皆さんとそれぞれ

に顔が見える名前も分かる関係というものを、これから訓練を交えていく中でも、

何か新たな手立てを取っていただいて、そういう関係も作っていく事が災害に有

効に対応できる手段の一つだろうと思っておりますので、そのことについても取

り組みをお願いしたいと考えますが、お答えを下さい。以上２点です。 

○救急防災課長（轟仁君）議長。 

○議長（永田一伸君）轟救急防災課長。 

○救急防災課長（轟仁君）只今の石井議員のご質問にお答えさせていただきます。 

まず１点目のご質問でございます。 

議員ご指摘の通り、水害等の発生時におきまして、消防本部等の機能を維持す

るためには、職員が確実に参集する必要がございます。 

この為に、過去には自家用車での参集が不可能な場合を想定して、徒歩、自転

車による参集訓練を実施した事がございます。 

ところが近年の災害発生状況に鑑みますと、今後様々な状況を想定した参集訓

練等を実施していく必要があるのではないかと認識しているところでございます。 

職員にありましては、非常招集に備えまして、近年の道路の冠水状況を事前に

しっかりと掌握をしまして、各自で参集経路を考慮しているところではございま

すけれども、消防本部等が冠水等により駐車出来ないということになれば、参集

が出来ないようになるわけでございます。 

今後、消防本部が冠水する恐れがある場合に備えまして、短期的な視点と致し

まして、他の場所に一時的に駐車場を確保するといったことなど、災害時に確実

に職員が参集できるようにする方策について検討していきたいと思っております。 

加えまして、様々な災害時においても消防本部が防災拠点としての機能を維持
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できるように、長期的な観点も含めまして、様々な研究検討を進めて参りたいと

考えておるところでございます。 

２点目のご質問につきまして、引き続き答弁させていただきます。 

２点目につきましては、議員からございましたように、当本部管内には６つの

消防団がございます。団員総数は約２，７００名となっておるところでございま

す。 

また、各消防団に対してボートやライフジャケットなど水害用の資機材の配備

が進められているということも承知いたしております。 

一部の消防団におきましては、消防本部と連携いたしまして水防訓練等と併せ

て、浸水害用ボートの取り扱い訓練等を実施しておりますけれども、現状では、

議員からご指摘がありましたとおり、いずれの消防団も火災防ぎょ訓練が中心と

なっているような状況でございます。 

これにつきましても、議員ご指摘のとおり、近年の災害傾向あるいは消防団の

機能向上を踏まえまして、今後は、火災防ぎょ訓練に加えまして、浸水害対応訓

練など、各消防団と十分に協議しながら実施していく必要があるというふうに認

識しているところでございます。今後、更なる効果的な連携のあり方も含めたと

ころで、協議、調整のうえ進めてまいりたいと考えておるところでございます。 

また、災害発生時に消防本部と消防団が連携いたしまして住民の安全を守るた

めには、石井議員がおっしゃったとおり、日頃から顔の見える関係を構築してお

くことが極めて重要であると認識しておるところでございます。 

そのため、訓練終了後におきましては、検討会や意見交換の場を設けまして、

連携を深めているところではございますけれども、今後も、より一層消防団との

交流、連携強化に取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。以上

でございます。 

○議長（永田一伸君）他に質疑はございませんか。 

（佐藤晶二議員が手を挙げる） 

○７番（佐藤晶二君）はい。 

○議長（永田一伸君）７番、佐藤晶二議員。 

○７番（佐藤晶二君）７番の久留米の佐藤でございます。 

２点質問させていただきます。 

１点目は、この議会にとって、大変、財源の話は厳しい話ではありますが、平

成３０年度小児救急医療支援事業について、この年、昨年ですけれども、働き方

改革がありまして、各医療機関、大変厳しい状況になっておられるという中で、

やはりこの広域圏は医療のまちでありまして、この医療がしっかり支えている事

によって、安心安全が保たれていると思います。 

３０年度の働き方改革によって、病院等々から特に聖マリアさんからだろうと

は思いますけれども、色々ご協議をされたと思いますので、その点について答弁

をお願いしたいと思います。 

２点目ですけれども、広域消防本部の関係でございまして、今、石井議員より

質問がございましたように、水害等々がございまして、大変活躍していただいた
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ことに心より感謝申し上げたいと思います。 

その中でこの資料を見ますと、まだ装備備品の中にドローンというのが全然入

っていないと。 

検討されているとは思いますけれども、やっぱり孤立したり水害があったりす

ると、これからは最低必要になる話だろうと。情報が一番大事でありますし、夜

間であれば尚更の事でありますし。また、崖崩れ等々を考えると、当然空からの

監視というのが必要になってくると思います。 

これについては、どのように検討されてありますか。お伺いします。 

○事務局理事（衛本みどり君）議長。 

○議長（永田一伸君）衛本事務局理事。 

○事務局理事（衛本みどり君）事務局の衛本でございます。 

小児救急医療支援事業についてでございますけれども、ご質問にありましたよ

うに、小児救急医療支援事業につきましては、その運営に関わります円滑な運営

のために、運営委員会を設置いたしておりまして、小児救急運営委員会の中で、

そういったお話が出たところでございます。 

働き方改革に伴いまして、病院の方にも労基が入って、色んなご指摘を受けた

というお話で、小児救急医療支援事業にも影響が出てくるのではないかといった

お話等もございました。 

今後の支援事業のあり方につきましては、現在、様々なところの運営のやり方

ですとか、そういったものを調査した上で検討していくという事で、まだはっき

りしたお答えとか、お話が出来ているわけではございませんけれども、そういっ

たご意見が出たところでございます。以上でございます。 

○救急防災課長（轟仁君）議長。 

○議長（永田一伸君）轟救急防災課長。 

○救急防災課長（轟仁君）救急防災課長の轟でございます。佐藤議員のご質問にお答

えさせていただきます。 

ドローンにつきましては、議員ご指摘のとおり大規模な災害発生時等において

被害状況の早期把握や地上からの進入困難な場所における捜索活動など、様々な

活用が期待できるところでございます。 

当消防本部管内には、筑後川や耳納山地を抱えておりますので、平成２４年、

２９年の九州北部豪雨、平成３０年７月豪雨、更には今年の豪雨の経験を踏まえ

ますと、今後、浸水災害や土砂災害などの大規模災害に直面する可能性は十分に

あると考えております。 

そのため、ドローン導入に向けまして、昨年度でございますが、地元業者の協

力を得まして、筑後川での水難事故、耳納山麓での事故を想定しまして、ドロー

ンによって上空から撮影し、映像の範囲や鮮明度などを検証したところでござい

ます。 

本年度につきましては、操縦者の養成を進めたいと考えております。その後、

実証機を購入いたしまして、具体的な運用方法あるいは墜落の危険に対する安全

対策につきまして、検証、検討を進める計画としておるところでございます。 
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また今後、先進都市の運用方針、あるいは必要な教育、維持管理方法など情報

収集を行いましたところで、実証機による検証を踏まえて、効率効果的な運用態

勢を構築いたしまして、できるだけ早い段階で実災害での運用を開始できるよう

に取り組むとともに、民間企業との協定についても進めて行きたいと考えておる

ところでございます。以上です。 

（佐藤晶二議員が手を挙げる） 

○議長（永田一伸君）７番、佐藤晶二議員。 

○７番（佐藤晶二君）ありがとうございました。 

最初に言いました小児救急医療でございますけれども、久留米、そして広域圏

の中では、やはり費用の関係をしっかり守ることが大事だと思っております。 

そのためにはやはり働き方改革で、労働基準監督署が入って、各病院の中では

大変なご苦労があったということですので、それを頼りにしている私たちも、小

児救急医療も含みますので。また時間もですね、１９時から２３時という時間帯

ですけれども、もう少し広くできるんじゃないかと思っておりますので、検討い

ただきたいと思いますが、それについていかがでございましょうか。 

２点目のドローンでありますが、検討はされてあると思います。 

ここ筑後川は非常に大河でありまして、今度の大雨でも、河川敷いっぱいに水

位があがりました。昔はペットボトルで飛ばしてロープを渡すとかいう話があり

ましたが、それよりかはるかにドローンで渡したほうが正解だろうなと思ってお

りますし、土砂崩れや山崩れがあった時に、どういう状況か調べるためには、夜

間の飛行も必要だろうと思いますし、相当な技術が必要だと思います。 

それについて、どのようにご理解、検討されたかをお伺いしたいと思います。 

○事務局理事（衛本みどり君）議長。 

○議長（永田一伸君）衛本事務局理事。 

○事務局理事（衛本みどり君）小児救急医療支援事業についてでございますけれども、

この事業は小児科医の不足が全国的に問題となる中で、当圏域においても、夜間の小

児救急患者の集中によります待ち時間の長時間化ですとか、医師の過重労働、そうい

ったことが課題となっていたことから、受診者の多い準夜間帯の１９時から２３時に

聖マリア病院内に小児救急センターを開設いたしまして、医師の負担軽減と受診者の

待ち時間の短縮につなげていくということで実施をしているところでございます。 

この事業の一番重要なところは、安定した事業の継続ということだろうと考え

ております。 

ご質問にもございましたとおり、医師の働き方改革の影響を考えますと、医師

不足を起因とした長時間労働が問題となっている中では、長時間労働の削減や負

担軽減の観点からも開設時間の延長ということになりますと、その流れに逆行す

ることになるのではないかというふうに考えますので、慎重に検討する必要があ

るのではないかと考えているところでございます。以上でございます。 

○救急防災課長（轟仁君）議長。 

○議長（永田一伸君）轟救急防災課長。 

○救急防災課長（轟仁君）佐藤議員のご質問にお答えさせていただきます。 
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議員ご指摘のとおり、ドローンの操縦に関しましては大変難しゅうございます。 

公的な免許あるいは国家資格はございませんけれども、夜間飛行を行う場合と

か操縦者からドローンの機体自体が見えないといったような場合、目視外飛行を

行う場合などは、航空法上、国土交通大臣の許可が必要となっているところでご

ざいます。 

この飛行許可申請を行うに当たりまして、１０時間以上のドローン飛行経歴が

求められるようになります。講習会等への参加あるいは独自の訓練が大変必要に

なってくると思っております。 

但し我々が行うような、捜索、救助を目的とするような場合におきましては、

航空法によりまして、当該許可については不要とされているところではございま

すけれども、様々な災害現場においてドローンを的確に操縦するためには、やは

り高度な操作技術と安全面に関する措置が必要不可欠だと思っておるところでご

ざいます。 

このため、福岡県消防学校におきまして、本年度、お願いをして開催をさせて

いただいたドローン研修、こちらのほうに２名の職員を派遣させていただいたと

ころでございます。 

今後につきましても、計画的に消防学校への職員の派遣を実施していくととも

に、ドローン操縦シミュレーター等を導入いたしまして、内部でのしっかりとし

た操縦訓練等を継続的に実施してまいりたいと考えておるところでございます。

以上です。 

○議長（永田一伸君）他に質疑はありませんか。 

（組坂公明議員が手を挙げる） 

○１４番（組坂公明君）はい。 

○議長（永田一伸君）１４番、組坂公明議員。 

○１４番（組坂公明君）こんにちは。１４番うきは市の組坂でございます。大雨の関連

について、違った角度から質問させていただきたいと思います。 

毎年大雨が降っている中で、台風もあと何日かするとまた来ていて、今年も台

風の被害がありました。そこで消防本部重点施策等に毎年掲げられている地域の

防災体制づくりについて伺いたいと思います。 

まず、消防本部の自主防災組織の設置率、設置状況についてどういった状態に

なっているか伺いたいと思います。 

○予防課長（出利葉操君）議長。 

○議長（永田一伸君）出利葉予防課長。 

○予防課長（出利葉操君）予防課長の出利葉でございます。組坂議員のご質問にお答え

いたします。 

自主防災組織の結成及び指導・育成については、地域防災計画に基づき、各市

町において事業が推進されているところでございます。ご質問の自主防災組織の

結成率でございますが、構成市町の防災担当部局へ確認しましたところ、久留米

市、小郡市、大刀洗町、大木町が１００％でございます。大川市が８８％、うき

は市が７８．５％となっております。以上で答弁を終わります。 
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（組坂公明議員が手を挙げる） 

○議長（永田一伸君）１４番、組坂公明議員。 

○１４番（組坂公明君）私が思うに、災害に立ち向かうというのは、自主防災組織が機

能しなければ、消防力だけではどうにもならないと思っています。 

重点施策に自主防災組織等各種団体の支援と避難行動要支援者の安全対策につ

いて掲げられていると思いますが、消防本部の具体的取組内容と課題について伺

いたいと思います。 

○予防課長（出利葉操君）議長。 

○議長（永田一伸君）出利葉予防課長。 

○予防課長（出利葉操君）組坂議員のご質問にお答えいたします。 

自主防災組織等各種団体の支援と避難行動要支援者の安全対策に分けてお答え

いたします。 

まず、 自主防災組織等各種団体の支援についてでございますが、自主防災組織

に対しましては、依頼に応じた訓練指導を実施しており、応急手当てや初期消火

訓練を始め、地震体験車による地震体験を行うことにより、防火・防災意識の普

及啓発及び災害対応力の向上に努めております。また、女性防火クラブや防災協

会等の外郭団体に対しましては、防災研修会の開催や、防火ポスターの配付等に

より、防火思想の普及啓発を図っているところです。 

消防が担当しております訓練に関する課題といたしましては、組織が結成され

ている地域においても、定期的な訓練が実施されていない状況が見受けられる点

であると認識しております。 

災害発生時に自主防災組織が適切に機能するためには継続した訓練を実施する

ことが何より重要となりますので、消防といたしましては、今後も自主防災組織

における訓練の推進方法について、構成市町の防災担当部局と協議調整を図って

いく必要があると考えております。 

次に、避難行動要支援者の安全対策についてでございます。 

当消防本部の取り組みとしては、災害予防の一環として、火災予防運動期間中

に緊急通報システム設置者や一人暮らしの高齢者宅に対する防火指導を実施して

おります。この二つの防火指導は一人ひとりに行き届いた指導を行うため、各家

庭を訪問し、居住環境に応じて実施するものであります。この他にも地域の公民

館で行われている老人会等の集まりに出向し、集団に対する防火指導を実施する

など、主に火災予防のための指導を実施しております。 

また、災害時の対応といたしましては、構成市町が作成する避難行動要支援者

名簿を基に、要支援者情報を指令センターの地図情報に反映させ、災害時の円滑

な活動のために活用しております。 

現状としまして、避難行動要支援者名簿につきましては、災害時の活用に限定

した協定となっておりますので、今後は、災害予防のための名簿の活用方法等に

ついて、各市町との協議・調整を図っていく必要があると考えております。以上

でございます。 

（組坂公明議員が手を挙げる） 
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○議長（永田一伸君）１４番、組坂公明議員。 

○１４番（組坂公明君）今、ご回答いただきましたが、実現できるような形でないと災

害に立ち向かうことができない。当然、そうすると、死者が出たり、怪我人が出たり

ということになるんだろうと思います。 

私も地元のほうで、減災のための事業を進めていかなければならないのではな

いかと言っているところですが、なかなか財政難の中で、そういったハード事業、

減災のためのハード事業をできない状況であります。必ず災害があってから、そ

れに対する災害復旧工事、そういった対応になっている状況でございます。 

では、何をしないといけないのか。やっぱりそれは自主防災の育成だろうと思

っております。 

大規模災害があった時に、行政、消防団や消防署、防災関係機関だけでは、到

底立ち向かう事が出来ませんので、自主防災組織の育成の強化が大変重要だと考

えております。 

実際に各構成市でやっていると思いますが、本当に機能しているのか。毎回大

雨の度に、避難勧告、避難指示が出てくるが、地域の自主防災組織が本当に機能

しているのか。そういったことを検証する必要があろうかと思っております。 

私が言いたいのは、自主防災組織の育成について、消防機関のほうも積極的に

市町と連携して取り組んでいただきたいというのが希望でございます。 

最後に、消防長のお考えなり思いがございましたらお願いしたいと思います。 

○消防長（秋吉弘章君）議長。 

○議長（永田一伸君）秋吉消防長。 

○消防長（秋吉弘章君）消防長の秋吉でございます。 

大規模災害等が発生した場合につきましては、議員ご指摘の通り、公的機関が

行う公助には限界がございまして、過去の災害事例を見ましても住民の自助、共

助により多くの人命が救われております。そのようなことからも、議員がおっし

ゃるように自主防災組織の育成強化の取り組みは非常に重要であると認識してお

ります。 

自主防災組織の育成につきましては、行政、消防それぞれの役割がある中にお

いても、共通の目的は議員がおっしゃるように実際に災害が発生した場合に、結

成された組織が適切に機能し、地域の被害を最小限に抑えることであると思って

おります。 

消防といたしましては、今後も訓練等の充実に努めていくことはもちろんでご

ざいますが、それぞれの組織の実情等の共有、そして消防の視点による助言など

を積極的に行いながら、構成市町防災担当部局との一層の連携のもとで、地域防

災力の向上に努めていきたいというふうに考えておりますので宜しくお願いしま

す。以上でございます。 

○議長（永田一伸君）他に質疑はありませんか。 

（田中功一議員が手を挙げる） 

○４番（田中功一君）はい。 

○議長（永田一伸君）４番、田中功一議員。 
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○４番（田中功一君）４番、久留米の田中でございます。 

１点だけ質問させていただきます。 

分かりきったことではあるかと思いますけれども、先ほど監査委員からの報告

にもございました充足率の関係でございます。 

広域ということでピンポイントの災害におきましては、広域的な人の動かし方

というのはございますけれども、大規模災害または広範囲にわたるものにつきま

しては、全体的な充足率が左右していくと考えられます。 

筑後川大河を抱えております。水害もそうですけれども、これから想定される

地震に対してもどうなのか、そういった部分では、この充足率が大きな課題であ

るというふうに考える次第でございます。 

監査の方からも、新たな定員管理計画を完成させるようにということで指摘が

ございました。今後の定数管理について、方向性というのをひとつ教えていただ

きたいと思います。以上でございます。 

○消防長（秋吉弘章君）議長。 

○議長（永田一伸君）秋吉消防長。 

○消防長（秋吉弘章君）消防長の秋吉でございます。 

充足率の向上につきましては、平成３０年２月の組合議会でも、議員の方から

質問がございまして、取り組みを開始いたしましたところで、その後の３０年８

月議会で、全員協議会の中でも私どもの充足率の状況をご説明したところでござ

います。 

具体的に申しますと、国の一定の人員等の消防力を決めている、消防力の整備

指針というものがございますが、そこに照らし合わせますと、私どもの職員の充

足率は、大川市消防本部と統合しましたが、現在約６３％程度でございます。 

中核市を管轄する消防本部の平均値が約７９％ということで、非常に大きな開

きがあるような状況でございます。 

この充足率の向上につきましては、現在大川市と統合いたしまして、新たな定

員管理計画を作成するようにしております。 

しかしながら当然、人件費の負担増が伴ってまいりますので、その分につきま

しては、構成市町の財政状況等を十分踏まえて十分協議した上で、この計画の中

で段階的に、最低限の人員増はしていきたいと考えておるところでございます。

以上でございます。 

（田中功一議員が手を挙げる） 

○議長（永田一伸君）４番、田中功一議員。 

○４番（田中功一君）今、消防長の方からもございましたけれども、先ほど監査から

ご指摘がありまして、各構成する団体の財政力というのも大きな影響があるというこ

とでございました。 

そういった中で具体的にタイムスケジュールを踏まえまして、どう取り組んで

いくのかをひとつ出さなければ前に進まないのではないかと思います。そこの考

え方についてもう一度お願いします。 

○消防長（秋吉弘章君）議長。 
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○議長（永田一伸君）秋吉消防長。 

○消防長（秋吉弘章君）定員管理計画につきましては、本年度中を目処に作成したい

と思っております。 

人員を増員する場合は、当然、定数条例等の改正が必要になりますので、議員

の皆様方におかれましても、適宜状況等をご報告しながら進めていきたいと考え

ていますので、宜しくお願いします。 

○議長（永田一伸君）他に質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ないようですので、質疑を終結して、これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（佐藤晶二議員が手を挙げる） 

○７番（佐藤晶二君）はい。 

○議長（永田一伸君）７番、佐藤晶二議員。 

○７番（佐藤晶二君）７番、久留米の佐藤です。 

２点質問いたしましたが、まず小児救急医療ということでありますが、子ども

の病気というのは時間を選ばない。いつ病気になるか分からない。そういうこと

でいきますと、時間を拡大するというのはそういう意味で言っておりまして、で

すので、働き方改革をこの議会でする必要はないわけですから、問題になるのは、

お医者さんの数を増やすとか、そういうことで、財源的には大変厳しい折ですけ

れども、そこを考えていくべきじゃないかなと思っておりますので、どうぞご検

討いただきますようにお願いいたします。 

２つ目のドローンの話でありますが、ドローンは昼間飛ばすだけではありませ

ん。夜飛ばすこともありますから、備品としてはかなりかかるかもしれませんけ

れども、赤外線カメラ並びに防水機材でないといけませんし、なおかつ、夜間で

あれば拡声器等々付けて飛ばさないといけない。そうすると結構高い金額になる

のかなと思っておりますが、どうぞ検討されて役に立つドローンを作っていただ

きたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（永田一伸君）他に討論はございませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ないようですので、討論を終結いたします。 

お諮りいたします。 

認定第１号から認定第４号までの４件の決算を、認定することにご異議はあり

ませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、認定第１号から認定第４号までの４件は、いずれも認定することに決

定いたしました。 

◎ 会議時間の延長 

○議長（永田一伸君）ここでお諮りいたします。 
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本日の会議時間は、議事の都合により延長したいと思いますが、よろしいでし

ょうか。 

（『異議なし』と呼ぶ者あり） 

◎  日程第９    第９号議案 

○議長（永田一伸君）次に、日程第９、第９号議案「福岡県市町村職員退職手当組合

を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変

更についての専決処分について」を議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）第９号議案 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公

共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についての専決

処分について の提案理由につきまして、説明申し上げます。 

本件は、平成３１年３月３１日限り、ふくおか県央環境施設組合、飯塚市・桂

川町衛生施設組合、浮羽老人ホーム組合及び東山老人ホーム組合が解散され、福

岡県市町村職員退職手当組合から脱退すること。平成３１年４月１日から、ふく

おか県央環境広域施設組合が、新規設置により福岡県市町村職員退職手当組合に

加入すること。これらのことに伴い、同退職手当組合を組織する地方公共団体の

数を増減し、同組合規約の変更をするため、地方自治法の規定により議会の議決

を求める必要が生じましたが、緊急を要したため、専決処分をいたしております

ので、ここにご報告申し上げ、承認を求めるものでございます。 

以上をもちまして、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わらせていた

だきます。 

○議長（永田一伸君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第９号議案を、承認することにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第９号議案は、承認されました。 

◎  日程第１０    第１０号議案 

○議長（永田一伸君）次に、日程第１０、第１０号議案「久留米広域市町村圏事務組
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合火災予防条例の一部を改正する条例制定の専決処分について」を議題といたし

ます。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）第１０号議案久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例の一

部を改正する条例制定の専決処分について の提案理由につきまして、説明を申し

上げます。 

本件は、不正競争防止法等の一部を改正する法律並びに住宅用防災機器の設置

及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正等に伴い、

「日本工業規格」を「日本産業規格」に改正し、住宅用防災警報器等の設置免除

規定を１号追加するものでございまして、条例の一部を改正するにあたり、緊急

を要したため、専決処分をいたしておりますので、ここにご報告申し上げ、承認

を求めるものでございます。 

以上をもちまして、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わらせていた

だきます。 

○議長（永田一伸君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１０号議案を、承認することにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１０号議案は、承認されました。 

◎  日程第１１  第１１号議案 

◎ 日程第１２ 第１２号議案 

○議長（永田一伸君）次に、日程第１１、第１１号議案「交通事故による損害賠償の

専決処分について」及び日程第１２、第１２号議案「交通事故による和解契約締

結の専決処分について」の２件は、いずれも公務遂行中に発生した交通事故に関

する議案でありますので、一括して議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）第１１号議案及び第１２号議案の２件の提案理由につきまし

て、一括してご説明申し上げます。 
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この２件は、交通事故による損害賠償額の決定及び和解について緊急を要した

ため、専決処分いたしましたので、ここにご報告申し上げ、承認を求めるもので

ございます。 

まずは、第１１号議案 交通事故による損害賠償の専決処分についてでございま

す。 

本件は、平成３１年３月９日、久留米市において、緊急走行中の救急自動車が、

交差点に東側から進入した際、北側から進入してきた車両と接触し、双方の車両

の一部を破損、救急自動車の同乗者に背部痛、肩部痛を負わせたものでございま

す。 

和解内容といたしましては、相手側に損害賠償金として車両修繕料２万１，６

００円を支払い、同乗者に損害賠償金として治療費及び慰謝料等１８万２，７１

４円を支払うものでございます。 

次に、第１２号議案 交通事故による和解契約締結の専決処分についてでござい

ます。 

本件は、平成３１年３月２９日、久留米市において、公務により運行中の軽乗

用車が、対向車両と離合する際、両車両の右ドアミラー同士が接触し破損したも

のでございます。 

和解内容といたしましては、組合側の損害額 ２万３，５９８円及び相手側の損

害額 ３万３，４８０円を各自それぞれが負担するものでございます。 

以上で、２件の専決処分についての説明を終わりますが、何卒、ご理解を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（永田一伸君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１１号議案及び第１２号議案の２件を、承認することにご異議はありません

か。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１１号議案及び第１２号議案の２件は、いずれも承認されました。 

◎  日程第１３  第１３号議案 

○議長（永田一伸君）次に、日程第１３、第１３号議案「久留米広域市町村圏事務組

合手数料条例の一部を改正する条例制定の専決処分について」を議題といたしま
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す。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）第１３号議案 久留米広域市町村圏事務組合手数料条例の一部

を改正する条例制定の専決処分について の提案理由につきまして、ご説明申し上

げます。 

本件は、地方公共団体の手数料の標準化に関する政令の一部改正に伴い、屋外

タンク貯蔵所の設置許可の事務に係る手数料の金額を変更するため、条例の一部

を改正するにあたり、緊急を要したため、専決処分をいたしておりますので、こ

こにご報告申し上げ、承認を求めるものでございます。 

以上をもちまして、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わらせていた

だきます。 

○議長（永田一伸君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１３号議案を、承認することにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１３号議案は、承認されました。 

◎  日程第１４  第１４号議案 

◎ 日程第１５ 第１５号議案 

◎ 日程第１６ 第１６号議案 

○議長（永田一伸君）次に、日程第１４、第１４号議案「財産（高規格救急自動車）

の取得について」から日程第１６、第１６号議案「財産（救助工作車）の取得に

ついて」までの三件は、いずれも消防車両の財産の取得に関する議案であります

ので、一括して議題といたします。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）第１４号議案から第１６号議案までの３件の提案理由につき

まして、一括して説明申し上げます。 

この３件は、各消防署に配備している消防車両の老朽化に伴いまして、新たに、

高規格救急自動車３台、小型水槽付消防ポンプ自動車１台及び救助工作車１台を
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取得しようとするものでございます。 

以上で説明を終わりますが、満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永田一伸君）提案理由の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

第１４号議案から第１６号議案までの３件を、原案のとおり可決することにご

異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１４号議案から第１６号議案までの３件は、原案のとおり可決する

ことに決定いたしました。 

◎  日程第１７  第１７号議案 

○議長（永田一伸君）次に、日程第１７、第１７号議案「久留米広域市町村圏事務組

合監査委員の選任について」を議題といたします。 

まず、事務局に議案を朗読させます。 

（書記議案朗読） 

○議長（永田一伸君）議案の朗読は終わりました。 

組合長に提案理由の説明を求めます。 

大久保組合長。 

○組合長（大久保勉君）第１７号議案 監査委員の選任についての提案理由を説明申し

上げます。 

本件は、当組合の議会選出の監査委員であります、 山内剛氏の議員任期が、本

年９月３０日をもって満了しましたことに伴い、その後任の委員として、中島和

正氏を選任することについて、地方自治法の規定により議会の同意を求めるもの

でございます。 

何卒、ご審議のうえ、満場のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（永田一伸君）提案理由の説明は終わりました。 

ここで、地方自治法第１１７条の規定により、１７番 中島和正議員の退席を求

めます。 

（中島 和正議員 退場） 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 
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（『なし』と呼ぶ者あり） 

質疑なしと認めます。 

これより討論を行います。 

討論はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

討論なしと認めます。 

お諮りいたします。 

只今議題となっております第１７号議案を、同意することにご異議はありませ

んか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、第１７号議案は、同意することに決定いたしました。 

それでは、先ほど除斥いたしました 中島和正議員の入場を求めます。 

（中島和正議員 着席） 

中島和正議員に申し上げます。久留米広域市町村圏事務組合監査委員の選任に

つきましては、採決の結果、これに同意することに決定いたしました。お知らせ

します。 

次に、お諮りいたします。 

本議会において議決されました案件で、条項、字句、数字、その他の整理を要

するものにつきましては、その処理を議長に委任されたいと思います。 

これにご異議はありませんか。 

（『なし』と呼ぶ者あり） 

ご異議なしと認めます。 

よって、議決された案件で、条項、字句、数字、その他の整理は、議長に委任

することに決定いたしました。 

◎  日程第１８  会議録署名議員の指名 

○議長（永田一伸君）次に、日程第１８、「会議録署名議員の指名」を行います。 

４番、田中 功一  議員、 

１７番、中島 和正  議員 

を指名いたします。 

◎  閉      会 

以上で、本議会に付議された案件は、全部終了いたしました。 

よって、令和元年第３回久留米広域市町村圏事務組合議会臨時会を閉会いたし

ます。 

どうもお疲れ様でございました。 

＝午後５時１０分閉会＝ 
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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